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繊
維
製
品
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
条
文

○
繊
維
製
品
品
質
表
示
規
程
（
平
成
九
年
十
月
一
日

通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示
事
項
）

（
表
示
事
項
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条
１
～
３

（
略
）

第
二
条
１
～
３

（
略
）

４

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
は
っ
水
性
」
と
は
、
繊
維
製
品
の
表
生
地
に
つ

４

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
は
っ
水
性
」
と
は
、
繊
維
製
品
の
表
生
地
に
つ

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
日
本
工
業
規
格
Ｌ

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
、
日
本
工
業
規
格
Ｌ

一
〇
九
二
（
繊
維
製
品
の
防
水
性
試
験
方
法
）
の
７
・
２
に
規
定
す
る
は

一
〇
九
二
（
繊
維
製
品
の
防
水
性
試
験
方
法
）
の
６
・
２
に
規
定
す
る
は

っ
水
度
が
、
す
べ
て
の
試
験
片
に
つ
い
て
二
級
以
上
で
あ
る
性
質
を
い
う
。

っ
水
度
が
、
す
べ
て
の
試
験
片
に
つ
い
て
二
点
以
上
で
あ
る
性
質
を
い
う
。

一

同
規
格
の
６
・
２
・
１

に
規
定
す
る
Ｃ
法
（
家
庭
用
電
気
洗
濯
機

一

同
規
格
の
５
・
２

に
規
定
す
る
Ｃ
法
（
家
庭
用
電
気
洗
濯
機
を
用

c)

a)

を
用
い
る
方
法
）
に
よ
る
処
理
（
以
下
「
水
洗
い
処
理
」
と
い
う
。
）

い
る
方
法
）
に
よ
る
処
理
（
以
下
「
水
洗
い
処
理
」
と
い
う
。
）
を
三

を
三
回
繰
り
返
し
た
の
ち
、
同
規
格
の
７
・
２
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

回
繰
り
返
し
た
の
ち
、
同
規
格
の
６
・
２
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行

り
行
う
試
験

う
試
験

二

同
規
格
の
６
・
２
・
２

に
規
定
す
る
Ａ
法
（
パ
ー
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

二

同
規
格
の
５
・
２

に
規
定
す
る
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
を
三

a)

b)

ン
法
）
に
よ
る
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
（
以
下
「
パ
ー
ク
ロ
ロ
エ

回
繰
り
返
し
た
の
ち
、
同
規
格
の
６
・
２
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行

チ
レ
ン
法
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
」
と
い
う
。
）
を
三
回
繰
り
返

う
試
験

し
た
の
ち
、
同
規
格
の
７
・
２
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
試
験

三

同
規
格
の
６
・
２
・
２

に
規
定
す
る
Ｂ
法
（
石
油
系
法
）
に
よ
る

（
新
設
）

b)

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
（
以
下
「
石
油
系
法
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
処
理
」
と
い
う
。
）
を
三
回
繰
り
返
し
た
の
ち
、
同
規
格
の
７
・
２

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
試
験
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第
三
条
～
第
七
条

（
略
）

第
三
条
～
第
七
条

（
略
）

（
は
っ
水
性
に
関
す
る
特
例
）

（
は
っ
水
性
に
関
す
る
特
例
）

第
七
条
の
二

第
七
条
の
二

１

（
略
）

１

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
試
験
を

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
試
験
を

し
た
場
合
に
は
っ
水
度
が
二
級
未
満
で
あ
る
試
験
片
を
含
む
繊
維
製
品
で

し
た
場
合
に
は
っ
水
度
が
二
点
未
満
で
あ
る
試
験
片
を
含
む
繊
維
製
品
で

あ
っ
て
、
当
該
試
験
の
水
洗
い
処
理
又
は
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
（

あ
っ
て
、
当
該
試
験
の
水
洗
い
処
理
又
は
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
を

パ
ー
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
法
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
又
は
石
油
系
法
ド

省
略
し
た
場
合
に
す
べ
て
の
試
験
片
の
は
っ
水
度
が
二
点
以
上
で
あ
る
も

ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
処
理
）
を
省
略
し
た
場
合
に
す
べ
て
の
試
験
片
の
は

の
に
つ
い
て
は
、
水
洗
い
又
は
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
た
場
合
に
お

っ
水
度
が
二
級
以
上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
水
洗
い
又
は

い
て
は
っ
水
効
果
が
失
わ
れ
る
旨
を
付
記
す
る
場
合
に
限
り
、
第
三
条
第

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
っ
水
効
果
が
失
わ
れ
る

三
号
に
規
定
す
る
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

旨
を
付
記
す
る
場
合
に
限
り
、
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
表
示
を
す
る

需
要
者
が
第
三
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
表
示
と
同
時
に
明
確
に
確
認
し

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
需
要
者
が
第
三
条
第
三
号
の
規

得
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
に
よ
る
表
示
と
同
時
に
明
確
に
確
認
し
得
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
～
第
九
条

（
略
）

第
八
条
～
第
九
条

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

繊

維

水

分

率

繊

維

水

分

率

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ポ
リ
ク
ラ
ー
ル
繊
維

三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

ポ
リ
ク
ラ
ー
ル
繊
維

三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
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ポ
リ
乳
酸
繊
維

〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

（
新
設
）

（
新
設
）

ガ
ラ
ス
繊
維

〇
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

ガ
ラ
ス
繊
維

〇
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ブ
ラ
ジ
ャ
ー
、
コ
ル
セ
ッ
ト
そ
の
他
の
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
ガ
ー
メ

二

ブ
ラ
ジ
ャ
ー
、
コ
ル
セ
ッ
ト
そ
の
他
の
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
ガ
ー
メ

ン
ト
及
び
シ
ョ
ー
ツ
、
キ
ャ
ミ
ソ
ー
ル
そ
の
他
の
装
飾
下
着

ン
ト

三

（
略
）

三

（
略
）

四

ケ
ミ
カ
ル
レ
ー
ス
生
地
及
び
表
生
地
に
ケ
ミ
カ
ル
レ
ー
ス
生
地
の
み

を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

五

レ
ー
ス
生
地
（
地
組
織
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
表
生
地
に
レ
ー
ス
生
地
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し

又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等
の
地
組
織
以
外
の
部
分

六

衣
料
品
等
（
手
工
レ
ー
ス
製
品
に
限
る
。
）

四

レ
ー
ス
生
地
及
び
レ
ー
ス
生
地
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た

七

レ
ー
ス
生
地
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等
（
第
四

衣
料
品
等
（
手
工
レ
ー
ス
製
品
を
含
む
。
）
の
レ
ー
ス
生
地
を
使
用
し

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
レ
ー
ス
生
地
を
使
用
し

た
部
分

た
部
分

五
～
七

（
略
）

八
～
十

（
略
）

八

和
紡
式
の
糸
又
は
屑
糸
、
ノ
イ
ル
若
し
く
は
反
毛
を
使
用
す
る
紡
毛

十
一

和
紡
式
の
糸
又
は
屑
糸
、
ノ
イ
ル
若
し
く
は
反
毛
を
使
用
す
る
紡

式
又
は
空
紡
式
の
糸
及
び
こ
れ
を
使
用
し
て
製
造
し
た
生
地
（
以
下
こ

毛
式
の
糸
及
び
こ
れ
を
使
用
し
て
製
造
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及

の
号
及
び
第
十
六
号
に
お
い
て
「
和
紡
糸
等
生
地
」
と
い
う
。
）
並
び

び
第
十
九
号
に
お
い
て
「
和
紡
糸
等
生
地
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表

に
表
生
地
に
和
紡
糸
等
生
地
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た

生
地
に
和
紡
糸
等
生
地
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣

衣
料
品
等

料
品
等
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八
の
二

屑
糸
、
ノ
イ
ル
又
は
反
毛
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
詰
物

（
新
設
）

九

ネ
ッ
プ
ヤ
ー
ン
、
ス
ラ
ブ
ヤ
ー
ン
等
の
変
り
糸
及
び
こ
れ
を
使
用
し

十
二

ネ
ッ
プ
ヤ
ー
ン
、
ス
ラ
ブ
ヤ
ー
ン
等
の
変
り
糸
及
び
こ
れ
を
使
用

て
製
造
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
号
に
お
い
て
「
変
り
糸

し
て
製
造
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
九
号
に
お
い
て
「
変
り

生
地
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表
生
地
に
変
り
糸
生
地
の
み
を
使
用
し
て

糸
生
地
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表
生
地
に
変
り
糸
生
地
の
み
を
使
用
し

製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

十

起
毛
さ
れ
た
織
物
及
び
ニ
ッ
ト
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
号

十
三

起
毛
さ
れ
た
織
物
及
び
ニ
ッ
ト
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
九

に
お
い
て
「
起
毛
生
地
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表
生
地
に
起
毛
生
地

号
に
お
い
て
「
起
毛
生
地
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表
生
地
に
起
毛
生

等
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

地
等
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

十
一

植
毛
さ
れ
た
織
物
及
び
ニ
ッ
ト
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六

十
四

植
毛
さ
れ
た
織
物
及
び
ニ
ッ
ト
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
九

号
に
お
い
て
「
植
毛
加
工
生
地
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表
生
地
に
植

号
に
お
い
て
「
植
毛
加
工
生
地
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表
生
地
に
植

毛
加
工
生
地
等
の
み
を
使
用
し
製
造
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

毛
加
工
生
地
等
の
み
を
使
用
し
製
造
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

十
二

組
成
繊
維
の
一
部
が
麻
で
あ
る
糸
（
麻
以
外
の
組
成
繊
維
の
全
部

十
五

組
成
繊
維
の
一
部
が
麻
で
あ
る
糸
（
麻
以
外
の
組
成
繊
維
の
全
部

又
は
一
部
が
綿
又
は
ビ
ス
コ
ー
ス
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ

又
は
一
部
が
綿
又
は
ビ
ス
コ
ー
ス
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ

を
使
用
し
て
製
造
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
号
に
お
い
て

を
使
用
し
て
製
造
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
九
号
に
お
い
て

「
麻
混
用
生
地
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表
生
地
に
麻
混
用
生
地
の
み
を

「
麻
混
用
生
地
」
と
い
う
。
）
並
び
に
表
生
地
に
麻
混
用
生
地
の
み
を

使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

十
三

オ
パ
ー
ル
加
工
を
施
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
号
に

十
六

オ
パ
ー
ル
加
工
を
施
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
九
号
に

お
い
て
「
オ
パ
ー
ル
加
工
生
地
」
と
い
う
。
）
及
び
表
生
地
に
オ
パ
ー

お
い
て
「
オ
パ
ー
ル
加
工
生
地
」
と
い
う
。
）
及
び
表
生
地
に
オ
パ
ー

ル
加
工
生
地
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

ル
加
工
生
地
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等

十
四

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
加
工
を
施
し
た
生
地
、
樹
脂
含
浸
加
工
を
施
し
た

十
七

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
加
工
を
施
し
た
生
地
、
樹
脂
含
浸
加
工
を
施
し
た

生
地
（
合
成
皮
革
を
除
く
。
）
、
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
加
工
を
施
し
た
生
地

生
地
（
合
成
皮
革
を
除
く
。
）
、
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
加
工
を
施
し
た
生
地

又
は
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
を
施
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
号

又
は
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
を
施
し
た
生
地
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
九
号

に
お
い
て
「
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
樹
脂
加
工
生
地
」
と
い
う
。
）
及
び
表

に
お
い
て
「
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
樹
脂
加
工
生
地
」
と
い
う
。
）
及
び
表

生
地
に
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
樹
脂
加
工
生
地
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し
又

生
地
に
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
樹
脂
加
工
生
地
の
み
を
使
用
し
て
製
造
し
又

は
加
工
し
た
衣
料
品
等

は
加
工
し
た
衣
料
品
等

十
五
～
十
八

（
略
）

十
八
～
二
十
一

（
略
）

別
表
第
四
（
第
六
条
、
第
八
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
六
条
、
第
八
条
関
係
）
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混
用
率
の
許
容
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

混
用
率
の
許
容
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

混
用
率
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
場
合
は
、
毛
に
あ

一

混
用
率
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
場
合
は
、
毛
に
あ

っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
毛
以
外
の
繊
維
に
あ
っ
て
は
マ
イ

っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
毛
以
外
の
繊
維
に
あ
っ
て
は
マ
イ

ナ
ス
一
パ
ー
セ
ン
ト
。
た
だ
し
、
屑
糸
、
ノ
イ
ル
又
は
反
毛
を
使
用
す

ナ
ス
一
パ
ー
セ
ン
ト
。
た
だ
し
、
屑
糸
、
ノ
イ
ル
又
は
反
毛
を
使
用
す

る
紡
毛
式
又
は
空
紡
式
の
糸
及
び
こ
れ
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工

る
紡
毛
式
の
糸
及
び
こ
れ
を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
繊
維
製

し
た
繊
維
製
品
に
、
そ
の
組
成
繊
維
の
混
用
率
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

品
に
、
そ
の
組
成
繊
維
の
混
用
率
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
旨
を
表
示

る
旨
を
表
示
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
屑
糸
、
ノ
イ
ル
又
は
反
毛
を
使
用

す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
屑
糸
、
ノ
イ
ル
又
は
反
毛
を
使
用
し
た
紡
毛
式

し
た
紡
毛
式
又
は
空
紡
式
の
糸
で
あ
る
旨
又
は
そ
の
糸
を
使
用
し
た
旨

の
糸
で
あ
る
旨
又
は
そ
の
糸
を
使
用
し
た
旨
を
付
記
す
る
場
合
は
、
マ

を
付
記
す
る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト

イ
ナ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

別
表
第
五
（
第
六
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
五
（
第
六
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
六
（
第
六
条
、
第
七
条
関
係
）

別
表
第
六
（
第
六
条
、
第
七
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

裏
毛
ニ
ッ
ト
生
地
又
は
裏
毛
ニ
ッ
ト
生
地
を
生
地
と
し
て
使
用
し
て

い
る
衣
料
品
等
に
つ
い
て
は
、
裏
毛
の
組
成
繊
維
（
表
で
あ
る
旨
を
示

す
用
語
を
付
記
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二
、
三

（
略
）

三
、
四

（
略
）

五

表
生
地
の
一
部
に
レ
ー
ス
生
地
（
地
組
織
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
使
用
し
て
製
造
し
又
は
加
工
し
た
衣
料
品
等
の
そ
の
レ
ー
ス
生
地
を

使
用
し
た
部
分
の
地
組
織
以
外
の
組
成
繊
維
（
地
組
織
で
あ
る
旨
を
示

す
用
語
を
付
記
す
る
場
合
に
限
る
。
）

四

（
略
）

六

（
略
）

別
表
第
七
（
第
七
条
の
二
関
係
）

別
表
第
七
（
第
七
条
の
二
関
係
）
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一

日
本
工
業
規
格
Ｌ
〇
二
一
七
の
２
・
２
の
表
１

水
洗
い
処
理

一

日
本
工
業
規
格
Ｌ
〇
二
一
七
の
２
・
２
の
表
１

水
洗
い
処
理

（
洗
い
方
（
水
洗
い
）
）
の
番
号
一
〇
七
の
取
扱

（
洗
い
方
（
水
洗
い
）
）
の
番
号
一
〇
七
の
取
扱

い
絵
表
示

い
絵
表
示

二

日
本
工
業
規
格
Ｌ
〇
二
一
七
の
２
・
２
の
表
４

石
油
系
法
ド
ラ

（
新
設
）

（
新
設
）

（
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
の
番
号
四
〇
一
の
取

イ
ク
リ
ー
ニ
ン

扱
い
絵
表
示

グ
処
理

三

日
本
工
業
規
格
Ｌ
〇
二
一
七
の
２
・
２
の
表
４

パ
ー
ク
ロ
ロ
エ

（
新
設
）

（
新
設
）

（
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
の
番
号
四
〇
二
の
取

チ
レ
ン
法
ド
ラ

扱
い
絵
表
示

イ
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
処
理

四

日
本
工
業
規
格
Ｌ
〇
二
一
七
の
２
・
２
の
表
４

パ
ー
ク
ロ
ロ
エ

二

日
本
工
業
規
格
Ｌ
〇
二
一
七
の
２
・
２
の
表
４

ド
ラ
イ
ク
リ
ー

（
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
の
番
号
四
〇
三
の
取

チ
レ
ン
法
ド
ラ

（
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
の
番
号
四
〇
三
の
取

ニ
ン
グ
処
理

扱
い
絵
表
示

イ
ク
リ
ー
ニ
ン

扱
い
絵
表
示

グ
処
理
及
び
石

油
系
法
ド
ラ
イ

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

処
理


